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雇
用
主
の
求
め
に
応
じ
て
不
定
期

に
働
き
、
労
働
時
間
に
応
じ
て
賃
金

が
支
払
わ
れ
る「
待
機
労
働
契
約
」の

労
働
者
の
増
加
を
め
ぐ
り
、
論
議
が

高
ま
っ
て
い
る
。
週
ご
と
の
労
働
時

間
や
収
入
額
の
不
安
定
さ
、
正
規
従

業
員
と
の
間
の
処
遇
格
差
な
ど
に
強

い
批
判
が
集
ま
る
一
方
、
業
務
の
繁

閑
に
合
わ
せ
た
柔
軟
な
人
員
配
置
の

手
段
と
し
て
の
有
用
性
や
、
育
児
・

介
護
あ
る
い
は
学
業
等
の
事
情
を
抱

え
た
労
働
者
が
、
可
能
な
範
囲
で
柔

軟
に
働
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た

利
点
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

一
〇
〇
万
人
に
の
ぼ
る
可
能

性
も

　

待
機
労
働
契
約（zero-hours 

contract

）は
、
雇
用
主
の
要
請
が

あ
る
場
合
の
み
働
き
、
労
働
時
間
に

応
じ
て
報
酬
を
受
け
取
る
契
約
だ

（
１
）。
法
的
な
定
義
は
な
く
、
一
般

的
に
は
、
雇
用
主
に
は
仕
事
を
提
供

す
る
義
務
が
な
い
一
方
で
、
労
働
者

も
契
約
上
は
、
仕
事
を
引
き
受
け
る

か
否
か
を
任
意
に
決
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
雇
用
主
が
労
働
者
に
対

し
て
職
場
で
の
待
機
を
求
め
る
場
合

に
は
、
待
機
時
間
は
労
働
時
間
と
み

な
さ
れ
て
労
働
時
間
規
制
の
対
象
と

な
る
ほ
か
、
最
低
賃
金
の
算
定
の
際

に
も
考
慮
さ
れ
る（
自
宅
で
の
待
機

時
間
は
対
象
外
）。
雇
用
法
上
、
被

用
者
と
は
み
な
さ
れ
に
く
い
た
め
、

雇
用
主
に
は
休
暇
手
当
や
傷
病
手
当

な
ど
の
支
払
い
義
務
は
生
じ
ず
、
ま

た
仕
事
を
提
供
し
な
い
こ
と
で
実
質

的
に
は
解
雇
が
可
能
で
あ
る
こ
と
な

ど
、
法
的
な
権
利
は
正
規
従
業
員
に

比
べ
て
限
定
的
に
な
り
が
ち
だ（
２
）。

　

統
計
局
は
、
待
機
労
働
契
約
に
よ

る
労
働
者
数
は
二
〇
一
二
年
時
点
で

二
五
万
人
と
推
計
、
二
〇
〇
四
年
の

一
〇
万
八
〇
〇
〇
人
か
ら
二
・
五
倍

近
く
増
加
し
た
と
し
て
い
る（
３
）。

ま
た
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・

技
能
省
の
職
場
雇
用
関
係
調
査（
Ｗ

Ｅ
Ｒ
Ｓ
）に
よ
れ
ば
、
待
機
労
働
を

利
用
し
て
い
る
事
業
所
は
全
体
の

八
％
で
、
規
模
の
大
き
い
事
業
所
で

利
用
比
率
が
高
く（
一
〇
〇
人
以
上

規
模
の
事
業
所
で
は
二
〇
〇
四
年
の

一
一
％
か
ら
二
三
％
に
増
加
）、
ま

た
業
種
別
に
は
、
ホ
テ
ル
・
レ
ス
ト

ラ
ン
業
で
急
速
な
普
及
が
み
ら
れ
る

（
二
〇
〇
四
年
の
四
％
か
ら
二
〇
一

一
年
に
は
一
九
％
に
増
加
）ほ
か
、

医
療
・
介
護
業（
同
七
％
か
ら
一

三
％
）、教
育
業（
一
％
か
ら
一
〇
％
）

な
ど
で
比
率
が
高
い（
４
）。

　

た
だ
し
シ
ン
ク
タ
ン
ク
や
労
組
は
、

自
ら
が
待
機
労
働
契
約
に
よ
り
働
い

て
い
る
と
認
識
し
て
い
な
い
労
働
者

が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を

理
由
に（
５
）、
実
際
の
労
働
者
数
は

統
計
局
の
推
計
を
は
る
か
に
上
回
っ

て
い
る
と
見
て
い
る
。例
え
ば
、介
護

業
の
関
連
団
体
ス
キ
ル
ズ
・
フ
ォ
ー
・

ケ
ア
は
、
業
界
内
の
待
機
労
働
者
の

規
模
に
つ
い
て
三
〇
万
七
〇
〇
〇
人

と
推
定
し
て
い
る
と
い
う（
６
）。
ま

た
シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ｄ
が
七

月
末
に
ま
と
め
た
調
査
結
果（
７
）は
、

待
機
労
働
契
約
に
よ
る
労
働
者
数
は

就
業
者
全
体
の
お
よ
そ
四
％
、
一
〇

〇
万
人
に
達
し
て
い
る
可
能
性
も
あ

る
と
し
て
い
る
。
な
お
待
機
労
働
者

の
平
均
的
な
労
働
時
間
は
週
一
九
時

間
で
、
約
四
割
は
週
三
〇
時
間
以
上

働
い
て
い
る
。
ま
た
一
四
％
の
労
働

者
が
、
し
ば
し
ば
生
活
水
準
の
維
持

が
困
難
な
労
働
時
間
分
の
仕
事
し
か

提
供
さ
れ
な
い
と
回
答
し
て
い
る
。

飲
食
業
・
小
売
業
の
大
手
企

業
が
盛
ん
に
活
用

　

待
機
労
働
を
巡
っ
て
は
、
雇
用
や

収
入
の
不
安
定
さ
と
と
も
に
、
正
規

従
業
員
と
の
間
の
処
遇
格
差
や
雇
用

上
の
権
利
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、

問
題
が
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き

た
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
七
月
、
大
手

ス
ポ
ー
ツ
用
品
小
売
チ
ェ
ー
ン
で
従

業
員
二
万
三
〇
〇
〇
人
の
う
ち
九
割

を
こ
う
し
た
労
働
者
が
占
め
、
ま
た

正
規
従
業
員
と
の
間
で
大
き
な
処
遇

格
差
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
て
以
降（
８
）、
に
わ
か

に
注
目
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

国
内
で
は
同
種
の
事
例
と
し
て
、
大

手
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
や
小

売
業
チ
ェ
ー
ン
な
ど
が
同
様
に
労
働

者
の
大
半
、
そ
れ
ぞ
れ
数
千
～
数
万

人
を
こ
う
し
た
契
約
の
も
と
で
働
か

せ
て
い
る
こ
と
が
相
次
い
で
報
告
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
チ
ャ

イ
ズ
に
よ
る
店
舗
展
開
を
行
っ
て
い

る
企
業
は
、
こ
う
し
た
契
約
の
利
用

は
各
店
舗
の
判
断
に
よ
る
、
と
説
明

し
て
い
る
。
ま
た
雇
用
主
に
よ
っ
て

は
、週
当
た
り
の
最
低
勤
務
時
間（
例

え
ば
週
八
時
間
）の
設
定
や
、
休
暇

手
当
や
傷
病
手
当
の
支
払
い
対
象
と

す
る
な
ど
、
法
定
以
上
の
権
利
を
保

証
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
と
い
う
。
あ

る
い
は
、
従
来
の
日
雇
い
労
働

（casual w
ork

）よ
り
も
安
定
し
た

契
約
内
容
と
し
て
、
待
機
労
働
契
約

へ
の
切
り
替
え
を
行
う
雇
用
主
も
み

ら
れ
る
。

　

待
機
労
働
契
約
の
拡
大
と
そ
の
悪

用
の
可
能
性
へ
の
懸
念
か
ら
、
ビ
ジ

ネ
ス
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
技
能
相
は

既
に
五
月
、
法
制
度
の
見
直
し
に
向

け
た
検
討
を
行
う
意
向
を
示
し
て
お

り
、
労
使
な
ど
関
係
組
織
へ
の
非
公

式
な
意
見
聴
取
な
ど
を
通
じ
て
調
査

を
進
め
て
い
る
と
い
う
。
た
だ
し
、

待
機
労
働
は
雇
用
主
に
柔
軟
な
人
員

調
整
を
可
能
と
す
る
ば
か
り
で
な
く
、

労
働
者
の
側
に
も
学
業
や
育
児･

介

護
な
ど
の
都
合
に
あ
わ
せ
た
柔
軟
な

働
き
方
を
可
能
と
す
る
と
し
て
、
全

面
的
な
禁
止
の
可
能
性
に
は
否
定
的

だ
。

［
注
］

１　

類
似
の
用
語
と
し
て
、
呼
び
出
し
労

働
（on-call w

ork

）
が
あ
る
が
、
こ
れ

に
は
通
常
の
勤
務
時
間
が
規
定
さ
れ
た

労
働
者
が
、
そ
れ
以
外
の
時
間
に
緊
急

の
呼
び
出
し
に
応
じ
る
こ
と
を
含
む
。

待
機
労
働
契
約
は
原
則
と
し
て
、
通
常

の
勤
務
時
間
を
規
定
し
な
い
。

２　

待
機
労
働
契
約
に
関
す
る
こ
れ
ま
で

の
判
例
は
、
雇
用
主
と
労
働
者
の
間
の

相
互
義
務
を
、
被
用
者
か
否
と
を
判
断

す
る
主
な
基
準
と
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、

実
態
と
し
て
雇
用
主
が
定
期
的
に
仕
事

を
提
供
し
、
労
働
者
が
常
に
こ
れ
を
受

け
て
い
る
場
合
は
、
契
約
上
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
当
該
労
働
者
を
被
用
者
と

み
な
す
可
能
性
が
あ
る
。

３　

統
計
局
は
七
月
、
こ
れ
ま
で
の
推
計

値
が
過
小
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
、
二

〇
一
二
年
の
労
働
者
数
を
二
〇
万
人
か

ら
二
五
万
人
に
改
訂
し
た
。
な
お
、
二

〇
万
人
推
計
と
併
せ
て
公
表
さ
れ
た
、

よ
り
詳
細
な
分
析
に
よ
れ
ば
、
週
当
た

り
の
平
均
労
働
時
間
は
過
去
一
五
年
間

減
少
傾
向
に
あ
る
（
一
九
九
七
年
に
三

〇
時
間
、
二
〇
一
二
年
に
は
二
一
時
間
）。

４　

な
お
、
医
療･

介
護
業
、
教
育
業
は

公
共
・
非
営
利
部
門
が
主
体
と
み
ら
れ

る
が
、
こ
れ
に
は
近
年
の
歳
出
削
減
や

民
営
化
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

５　

統
計
局
の
推
計
は
、
労
働
力
調
査
（
世

帯
調
査
）
に
お
け
る
労
働
者
の
自
己
申

告
の
区
分
に
基
づ
く
。

６　

保
健
省
介
護
担
当
相
の
議
会
に
対
す

る
報
告
に
よ
る
。

７　

雇
用
主
一
〇
〇
〇
人
を
対
象
と
し
た

調
査
に
基
づ
く
推
計
。
ま
た
後
述
の
労

働
者
に
関
す
る
調
査
は
、
待
機
労
働
者

一
四
八
人
に
対
す
る
も
の
。

８　

発
端
は
、
こ
の
会
社
の
正
規
従
業
員

約
二
〇
〇
〇
人
に
対
す
る
多
額
の
ボ
ー

ナ
ス
（
従
業
員
持
株
奨
励
制
度
に
よ
る

自
社
株
の
提
供
）
が
話
題
に
な
っ
た
こ

と
に
よ
る
。
同
社
は
、
販
売
員
ま
で
を

対
象
と
す
る
同
制
度
が
離
職
率
の
大
幅

な
削
減
や
従
業
員
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

海
外
労
働
事
情

イ
ギ
リ
ス

「
待
機
労
働
契
約
」
が
拡
大
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の
向
上
な
ど
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
述

べ
て
い
た
が
、
労
働
者
の
九
割
が
適
用

外
で
あ
る
こ
と
を
現
地
メ
デ
ィ
ア
が
取

り
上
げ
た
た
め
、
む
し
ろ
批
判
に
さ
ら

さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
な
お
、
待
機

労
働
契
約
に
よ
り
同
社
で
働
い
て
い
た

元
労
働
者
は
八
月
、
フ
ル
タ
イ
ム
従
業

員
に
認
め
ら
れ
て
い
る
ボ
ー
ナ
ス
や
有

給
休
暇
、
傷
病
手
当
な
ど
の
権
利
が
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
認
め
ら
れ
な
い
こ

と
は
差
別
的
待
遇
で
あ
る
と
し
て
、
雇

用
審
判
所
に
申
し
立
て
を
行
う
こ
と
を

決
め
た
。
裁
判
費
用
の
寄
付
を
募
っ
た

支
援
団
体
（38 D

egrees

）
は
、
当
初

目
標
額
の
一
万
ポ
ン
ド
を
超
え
る
寄
付

が
集
ま
っ
た
と
し
て
い
る
。

［
参
考
資
料
］

U
K

 P
arliam

en
t, O

ffice fo
r N

atio
n

al 

S
tatistics, D

epartm
ent for B

usiness, 

Innovation and S
kills, A

C
A

S, C
IP

D
, 

T
he G

uardian, B
B

C
, Independent

ほ

か　

各
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（

国
際
研
究
部
）

　

連
邦
労
働
裁
判
所
第
七
小
法
廷
は

二
〇
一
三
年
七
月
一
〇
日
、
派
遣
労

働
者
の
利
用
に
関
し
て
、そ
れ
が「
一

時
的
」
な
利
用
で
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
、
派
遣
先
企
業
の
事
業
所
委

員
会
は
こ
れ
に
対
し
て
拒
否
権
を
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
新
た
な

判
断
を
示
し
た
。
背
景
に
は
、
二
〇

一
一
年
七
月
二
〇
日
の
ド
イ
ツ
労
働

者
派
遣
法
改
正
（
同
年
一
二
月
一
日

発
効
）
に
よ
っ
て
、
労
働
者
派
遣
の

「
一
時
的
」
利
用
に
関
す
る
条
文
が

新
た
に
追
加
さ
れ
た
こ
と
が
強
く
影

響
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
ド
イ

ツ
で
は
今
後
、
こ
れ
ま
で
利
用
可
能

だ
っ
た
長
期
継
続
的
な
派
遣
が
実
質

上
大
幅
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
て
い
る
。

「
グ
ル
ー
プ
企
業
内
の
無
期

派
遣
は
適
法
」
と
し
た
下
級

審
判
断
、
最
終
審
で
覆
る

　

本
件
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
労

働
者
派
遣
は
、
グ
ル
ー
プ
企
業
内
に

お
け
る
労
働
者
派
遣
で
あ
り
、
か
か

る
派
遣
労
働
者
は
「
い
か
な
る
期
間

的
な
制
限
も
な
く
」
基
幹
労
働
者
の

代
替
労
働
力
と
し
て
稼
働
す
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
派
遣
労
働
者
の
利
用

に
つ
い
て
、
派
遣
先
企
業
の
法
定
従

業
員
代
表
組
織
で
あ
る
事
業
所
委
員

会
は
、
事
業
所
組
織
法(B

etrV
G

)

の
定
め
に
し
た
が
い
、
派
遣
労
働
者

受
け
入
れ
に
対
す
る
同
意
を
拒
否
し

た
。
事
業
所
委
員
会
は
、
派
遣
労
働

者
の
利
用
が
何
ら
か
の
「
法
律
」
に

違
反
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
そ
の

利
用
に
関
し
て
同
意
を
拒
否
す
る
権

利
を
事
業
所
委
員
会
に
付
与
す
る
同

法
九
九
条
二
項
一
号
の
規
定
に
基
づ

い
て
、
拒
否
権
を
行
使
し
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
派
遣
先
企
業
も
、

事
業
所
委
員
会
が
そ
の
同
意
を
拒
否

し
た
場
合
に
は
労
働
裁
判
所
に
対
し

「
裁
判
所
に
よ
る
同
意
の
代
替
」
を

ド
イ
ツ

「
一
時
的
」
で
な
い
労
働
者
派
遣
、
従
業

員
代
表
の
判
断
で
拒
否
が
可
能
に
―
連
邦

労
働
裁
判
所
が
新
た
な
判
断

請
求
す
る
余
地
を
使
用
者
側
に
残
し

て
い
る
同
法
九
九
条
四
項
に
基
づ
き
、

代
替
的
同
意
の
請
求
を
求
め
て
訴
え

を
提
起
し
た
の
が
本
件
事
案
で
あ
る
。

実
際
上
は
、
事
業
所
委
員
会
に
よ
る

拒
否
権
の
行
使
が
何
ら
か
の
法
律
違

反
を
前
提
と
し
た
正
当
な
も
の
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
が
中
心
的
な
論
点

と
な
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
派
遣
先
企
業
の
請

求
に
対
し
、
第
一
審
及
び
第
二
審
の

段
階
で
は
、
こ
れ
を
是
認
す
る
判
断

が
示
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
最
終

審
で
あ
る
上
記
連
邦
労
働
裁
判
所
判

決
の
段
階
で
は
一
転
、
こ
れ
を
退
け

る
判
断
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二
〇
一
一
年
改
正
労
働
者
派

遣
法
の
「
一
時
的
」
と
い
う

文
言
が
決
定
打
に

　

そ
の
判
断
の
決
め
手
と
な
っ
た
の

が
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
九
日
の

Ｅ
Ｕ
派
遣
労
働
指
令
を
受
け
て
二
〇

一
一
年
に
改
正
さ
れ
た
ド
イ
ツ
労
働

者
派
遣
法(A

Ü
G

)

の
「
派
遣
先
へ

の
労
働
者
の
派
遣
は
一
時
的
に
行
わ

れ
る
」
と
い
う
新
た
な
規
定
（
同
法

一
条
一
項
二
文
）
で
あ
っ
た
。

　

上
記
連
邦
労
働
裁
判
所
決
定
は
、

ま
ず
、第
二
審（
ニ
ー
ダ
ー
・
ザ
ク
セ

ン
州
労
働
裁
判
所
二
〇
一
一
年
一
一

月
一
六
日
決
定
17 T
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の
段
階
で
も
な
お
発
効
し
て
い
な

か
っ
た
二
〇
一
一
年
改
正
労
働
者
派

遣
法
一
条
一
項
二
文
の
取
り
扱
い
に

つ
い
て
、
本
最
終
審
で
基
準
と
な
る

の
は
裁
判
所
が
判
断
す
る
時
点
で
の

法
状
況
で
あ
る
な
ど
と
し
て
、
同
規

定
も
事
業
所
組
織
法
九
九
条
二
項
一

号
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
法
律
」
に
該

当
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
判
断
し
た
。

　

そ
し
て
、
同
規
定
の
趣
旨
に
つ
い

て
、「
派
遣
労
働
者
の
保
護
」
と
「
派

遣
先
企
業
に
お
け
る
基
幹
労
働
者
と

派
遣
労
働
者
の
長
期
継
続
的
な
分
断

の
防
止
」
に
あ
る
と
指
摘
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
法
的
効
果
に
つ
い
て
、

単
な
る
「
拘
束
力
の
な
い
プ
ロ
グ
ラ

ム
規
定
」
で
は
な
く
、「
一
時
的
と
い

う
範
囲
を
超
え
た
労
働
者
派
遣
を
実

際
に
禁
止
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
し

た
上
で
、
本
件
に
つ
い
て
、「
使
用
者

が
意
図
し
て
い
る
の
は
、
当
該
派
遣

労
働
者
を
期
間
的
な
制
限
な
く
基
幹

労
働
者
の
代
替
物
と
す
る
と
い
う
こ

と
」
で
あ
り
、「
こ
れ
は
い
か
な
る
場

合
で
あ
っ
て
も
、“
一
時
的
”
な
も
の

で
は
な
い
」
な
ど
と
し
て
、
原
審
の

判
断
を
破
棄
し
た
の
で
あ
る
。

判
例
法
理
と
し
て
の
影
響
力

の
程
度
は
な
お
未
知
数

　

も
っ
と
も
、
同
決
定
の
射
程
は
、

少
な
く
と
も
現
時
点
に
お
い
て
は
な

お
限
定
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
点
、

連
邦
労
働
裁
判
所
報
道
官
の
イ
ン
ケ

ン
・
ガ
ル
ナ
ー
氏
は
、
同
決
定
は
あ

く
ま
で
派
遣
労
働
者
の
長
期
継
続
的

な
利
用
に
対
し
て
事
業
所
委
員
会
が

拒
否
権
を
行
使
す
る
可
能
性
を
示
し

た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
派
遣
先
企
業
に

お
け
る
派
遣
労
働
者
の
労
働
関
係
一

般
に
関
す
る
原
則
を
示
し
た
も
の
で

は
な
い
、
と
い
う
点
を
強
調
し
、
例

え
ば
「
一
時
的
」
で
あ
る
期
間
を
超

え
た
場
合
に
、
派
遣
労
働
者
が
派
遣

先
企
業
で
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約

を
締
結
す
る
よ
う
請
求
す
る
権
利
を

有
す
る
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
な
ど

の
問
題
に
お
い
て
も
、
今
回
と
同
様

の
判
断
が
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、

な
お
未
解
決
な
ま
ま
で
あ
る
、
と
し

て
い
る
。

　

ま
た
、
同
決
定
は
、
事
業
所
組
織

法
上
の
「
一
時
的
」
と
い
う
概
念
の

具
体
的
意
味
内
容
―
―
た
と
え
ば
、

「
一
時
的
」
で
あ
る
具
体
的
な
最
長

期
間
は
ど
れ
ぐ
ら
い
の
期
間
か
―
―

に
つ
い
て
も
、
本
件
に
お
い
て
そ
の

必
要
は
な
い
と
し
て
、
か
か
る
検
討

を
行
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
未
解
決

の
部
分
に
関
し
て
は
、
す
で
に
連
邦

労
働
裁
判
所
に
継
続
中
で
あ
る
い
く

つ
か
事
件
の
中
に
お
い
て
、
そ
の
判

断
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

労
使
団
体
の
反
応
に
大
き
な

隔
た
り

　

金
属
産
業
労
組(IG

 M
etall) 

副

委
員
長
の
デ
ト
レ
フ
・
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ

ル
氏
は
、
以
上
の
よ
う
な
今
回
の
連

邦
労
働
裁
判
所
に
お
け
る
判
断
を
大

い
に
歓
迎
す
る
と
と
も
に
、
同
決
定

が
派
遣
労
働
者
の
「
常
用
代
替
」
的

利
用
に
大
き
な
影
響
力
を
与
え
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
る
。「
事
業
所
委

員
会
は
こ
れ
で
、
職
場
が
中
核
的
労

働
力
と
周
縁
的
労
働
力
と
に
分
裂
し

て
し
ま
う
と
い
う
事
態
に
く
さ
び
を

打
つ
手
段
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
派
遣
労
働
は
あ
く
ま
で
一
時
的
、

例
外
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
も
、
今
回
の
連
邦
労
働
裁
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判
所
の
判
断
で
明
確
と
な
っ
た
は
ず

だ
。
派
遣
労
働
は
、
繁
忙
期
を
乗
り

切
る
た
め
の
一
時
的
・
例
外
的
利
用

と
い
う
本
来
の
姿
に
戻
る
。
基
幹
労

働
者
の
ポ
ス
ト
を
安
価
で
、
い
つ
で

も
解
約
可
能
な
派
遣
労
働
者
の
ポ
ス

ト
へ
と
代
替
し
よ
う
と
す
る
“
戦
略

的
派
遣
労
働
”
の
時
代
は
こ
れ
か
ら

終
焉
を
迎
え
る
だ
ろ
う
」。

　

一
方
、
使
用
者
側
に
立
つ
ド
イ
ツ

労
働
者
派
遣
事
業
協
会(iG

Z
)

会
長

の
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ド
ラ
イ
ヤ
ー
氏
は
、

自
分
た
ち
が
連
邦
労
働
裁
判
所
の
判

断
を
歓
迎
し
て
い
な
い
点
を
認
め
つ

つ
も
、
し
か
し
、
今
回
の
判
断
は
あ

く
ま
で
「
グ
ル
ー
プ
企
業
内
で
行
わ

れ
た
基
幹
労
働
者
ポ
ス
ト
の
派
遣
労

働
者
ポ
ス
ト
へ
の
転
換
と
い
う
性
格

を
も
っ
て
行
わ
れ
た
や
や
特
殊
な
派

遣
労
働
に
関
わ
る
も
の
」
で
あ
り
、

「
柔
軟
な
就
労
と
就
労
場
所
の
変
更

を
特
徴
と
す
る
典
型
的
な
派
遣
労
働

に
関
わ
る
も
の
」
で
は
な
い
と
確
信

し
て
い
る
、
と
語
っ
て
い
る
。

研
究
者
か
ら
は
新
た
な
低
廉

労
働
力
利
用
へ
の
移
行
を
危

ぶ
む
声
も

　

元
連
邦
労
働
裁
判
所
裁
判
官
で
コ

ン
ス
タ
ン
ツ
大
学
客
員
教
授
（
労
働

法
）の
フ
ラ
ン
ツ
＝
ヨ
ー
ゼ
フ
・
デ
ュ

ベ
ル
氏
は
、
今
回
の
判
断
に
つ
い
て
、

「
問
題
な
の
は
、
職
場
が
長
期
継
続

的
に
派
遣
労
働
者
に
よ
っ
て
占
め
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
幹
労
働
者

の
ポ
ス
ト
が
代
替
さ
れ
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ド
イ

ツ
の
立
法
者
は
、
労
働
者
の 

“
一
時

的
”
な
派
遣
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、

そ
の
具
体
的
な
期
間
や
法
的
効
果
に

つ
い
て
、
ま
っ
た
く
明
記
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
」
な
ど
と
し
て
、
法
の

欠
缺
を
補
充
し
た
連
邦
労
働
裁
判
所

の
判
断
に
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い

る
。

　

ま
た
、コ
ブ
レ
ン
ツ
大
学
教
授（
社

会
科
学
）
の
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ゼ
ル

氏
も
、「
こ
れ
ま
で
は
派
遣
労
働
者
は

一
生
、
同
じ
企
業
で
使
用
さ
れ
、
一

生
、
隣
の
同
僚
よ
り
も
少
な
い
賃
金

し
か
得
ら
れ
な
い
可
能
性
も
あ
っ
た
。

連
邦
労
働
裁
判
所
は
、
派
遣
労
働
の

行
き
過
ぎ
に
歯
止
め
を
か
け
る
決
意

で
あ
ろ
う
」
と
評
価
し
て
い
る
。
だ

が
同
時
に
、「
使
用
者
側
は
す
で
に
、

た
と
え
ば
請
負
契
約
を
通
じ
た
労
働

力
利
用
や
東
欧
か
ら
の
越
境
的
配
置

　

労
働
省
が
発
表
し
た
報
告
書
に
よ

る
と
、
就
業
者
数
は
二
〇
一
二
年
の

一
年
間
に
五
・
一
万
人
減
少
、
失
業

率
は
二
〇
一
二
年
第
４
四
半
期
の
時

点
で
一
〇
・
一
％
と
な
っ
た
。
失
業

率
は
一
年
間
で
〇
・
八
ポ
イ
ン
ト
上

昇
し
た
こ
と
に
な
る
。
就
業
者
数
減

少
の
主
な
要
因
は
、
景
気
の
悪
化
に

よ
る
派
遣
労
働
の
減
少
と
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
失
業
率
の
上
昇
は
景
気

悪
化
と
と
も
に
労
働
力
人
口
の
増
加

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
二
年
の
一

年
間
に
労
働
力
人
口
が
二
二
・
四
万

人
増
加
し
た
が
、
と
り
わ
け
五
五
歳

労
働
者
（
送
り
出
し
労
働
者
）
の
利

用
な
ど
、
新
た
な
低
廉
労
働
力
の
利

用
に
踏
み
出
し
て
い
る
」
と
警
鐘
を

鳴
ら
し
て
い
る
。
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以
上
六
五
歳
未
満
の
高
年
齢
者
の
労

働
力
率
の
増
加
が
顕
著
で
あ
り
、
公

的
年
金
を
受
給
し
な
が
ら
就
労
す
る

者
の
比
率
が
上
昇
し
て
い
る
。

派
遣
労
働
減
少
に
よ
り
就
業

者
数
が
減
少

　

就
業
者
数
の
減
少
傾
向
は
、
二
〇

一
一
年
第
２
四
半
期
か
ら
現
れ
始
め
、

二
〇
一
二
年
半
ば
か
ら
強
ま
っ
た
。

一
二
年
第
１
四
半
期
に
は
就
業
者
数

が
三
・
〇
万
人
増
加
し
た
も
の
の
、

そ
の
後
は
同
年
第
２
四
半
期
に
〇
・

四
万
人
減
、
第
３
四
半
期
に
四
・
六

万
人
減
、
第
４
四
半
期
に
三
・
一
万

人
減
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
二

年
の
一
年
間
に
就
業
者
数
は
五
・
一

万
人
減
少
し
（
フ
ラ
ン
ス
本
土
の
み
、

以
下
、
特
筆
し
な
い
限
り
同
様
）、

同
年
末
に
は
二
六
三
三
・
五
万
人
と

な
っ
た（
前
年
末
と
比
べ
て
〇
・
二
％

減
）。
就
業
者
数
は
、
一
〇
年
の
一

年
間
で
一
四
・
五
万
人
増
、
一
一
年

に
八
・
三
万
人
増
と
増
加
が
続
い
て

い
た
が
減
少
に
転
じ
、
一
二
年
末
時

点
で
の
就
業
者
数
は
、
〇
八
年
の
経

済
・
金
融
危
機
後
の
最
低
水
準
よ
り

は
高
い
も
の
の
、
同
危
機
前
よ
り
は

低
い
水
準
に
あ
る
。

　

二
〇
一
二
年
の
就
業
者
数
減
少
の

大
き
な
原
因
は
、
派
遣
労
働
者
の
減

少
と
さ
れ
て
い
る
。
派
遣
労
働
者
数

は
、
〇
八
年
の
経
済
・
金
融
危
機
後

に
大
き
く
減
少
し
て
い
た
が
、
〇
九

年
末
か
ら
増
加
に
転
じ
、
一
一
年
第

１
四
半
期
ま
で
増
加
を
続
け
た
。
だ

が
そ
の
後
、
再
び
減
少
に
転
じ
て
一

二
年
末
時
点
で
は
前
年
同
時
点
と
比

べ
て
一
〇
・
七
％
（
六
・
一
万
人
）

少
な
い
五
〇
・
八
万
人
と
な
っ
た
。

〇
七
年
初
頭
の
ピ
ー
ク
時
よ
り
、
二

五
％
（
一
七
万
人
）
少
な
い
水
準
で

あ
る
。
と
く
に
、
製
造
業
に
お
け
る

派
遣
労
働
者
の
減
少
が
前
年
比
一

六
・
〇
％
（
四
・
一
万
人
減
）
と
大

き
く
、建
設
業
の
同
七
・
九
％
減（
一
・

〇
万
人
減
）、
サ
ー
ビ
ス
業
の
五
・

七
％
減
（
一
・
一
万
人
減
）
と
続
い

て
い
る
。

　

就
業
者
数
を
産
業
別
に
み
る
と
、

製
造
業
で
は
二
〇
〇
〇
年
代
初
め
か

ら
長
期
的
に
減
少
傾
向
に
あ
る
。
ま

た
、
建
設
業
で
は
〇
四
年
か
ら
〇
七

年
に
か
け
て
増
加
し
た
が
、
経
済
・

金
融
危
機
後
の
〇
九
年
以
降
、
減
少

を
続
け
て
い
る
。
サ
ー
ビ
ス
業
で
は
、

一
〇
年
及
び
一
一
年
は
前
年
比
で
増

加
し
た
が
、
一
二
年
は
減
少
に
転
じ

た
。安

定
的
な
雇
用
が
減
少
傾
向

　

就
業
者
の
う
ち
安
定
し
た
職
に
就

く
者
（
無
期
限
雇
用
契
約
を
締
結
し

て
就
業
す
る
雇
用
労
働
者
）
の
比
率

は
、
こ
の
一
〇
年
間
、
七
六
・
三
％

か
ら
七
八
・
四
％
の
間
を
推
移
し
て

い
る
。
経
済
・
金
融
危
機
の
前
後
は

比
較
的
高
か
っ
た
が
、
景
気
拡
大
期

に
は
有
期
雇
用
契
約
（
Ｃ
Ｄ
Ｄ
）
や

派
遣
労
働
が
増
加
す
る
た
め
に
安
定

的
な
職
の
比
率
は
低
下
し
た
。
二
〇

一
二
年
に
入
っ
て
か
ら
、
安
定
し
た

職
に
就
い
て
い
る
者
の
比
率
は
上
昇

傾
向
に
あ
っ
た
が
、
第
４
四
半
期
に

低
下
に
転
じ
七
六
・
五
％
と
な
っ
た
。

過
去
最
悪
に
近
づ
く
失
業
率

　

失
業
率（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
定
義
に
よ
る
）

は
、
二
〇
〇
九
年
末
か
ら
一
一
年
半

ば
に
か
け
て
低
下
傾
向
に
あ
っ
た
が
、

一
一
年
後
半
に
入
っ
て
上
昇
に
転
じ

た
。
そ
の
後
も
失
業
率
は
上
昇
を
続

け
、
一
二
年
の
一
年
間
に
〇
・
八
ポ

イ
ン
ト
上
昇
し
、
第
４
四
半
期
に
は

一
〇
・
一
％
に
達
し
た
。
過
去
最
悪

の
失
業
率
（
一
九
九
四
年
半
ば
及
び

九
七
年
第
一
四
半
期
に
記
録
し
た
一

〇
・
八
％
）
に
迫
っ
て
い
る
。
な
お
、

海
外
県
を
含
む
フ
ラ
ン
ス
全
土
の
失

業
率
は
、
フ
ラ
ン
ス
本
土
よ
り
高
く

フ
ラ
ン
ス
高
齢
者
の
早
期
引
退
傾
向
に
変
化
、
労
働
力
人

口
が
増
加
―
労
働
省
報
告
書
「
二
〇
一
二
年
の

労
働
市
場
」
を
発
表
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一
二
年
第
４
四
半
期
で
一
〇
・
五
％

だ
っ
た
。

　

失
業
率
を
男
女
別
に
見
る
と
、
男

性
の
方
が
景
気
悪
化
の
影
響
を
受
け

や
す
い
。
二
〇
一
一
年
第
４
四
半
期

に
九
・
一
％
で
あ
っ
た
男
性
の
失
業

率
は
、
一
二
年
の
一
年
間
に
上
昇
を

続
け
、同
年
第
４
四
半
期
に
は
一
〇
・

一
％
と
な
り
史
上
最
悪
と
な
っ
た
。

女
性
の
失
業
率
も
上
昇
を
続
け
、
一

二
年
末
時
点
で
一
〇
・
二
％
と
な
っ

た
が
、
前
年
比
で
は
〇
・
六
ポ
イ
ン

ト
の
増
加
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
景

気
の
影
響
を
受
け
や
す
い
製
造
業
や

建
設
業
、
あ
る
い
は
派
遣
と
し
て
就

業
す
る
者
が
、
比
較
的
男
性
に
多
い

た
め
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
労
働
省

の
報
告
書
に
よ
る
と
、
一
一
年
に
派

遣
労
働
者
と
し
て
就
業
し
た
者
の
六

五
％
が
男
性
だ
っ
た
。

若
年
失
業
率
が
二
五
％
超

　

年
齢
階
層
別
で
は
、
若
年
者
の
失

業
率
の
上
昇
が
目
立
つ
。
通
常
、
若

年
者
の
失
業
率
は
景
気
後
退
期
に
中

年
層
よ
り
大
き
く
上
昇
し
、
逆
に
景

気
拡
大
期
に
は
中
年
層
と
比
べ
て
大

き
く
低
下
す
る
傾
向
に
あ
る
。
一
五

歳
以
上
二
五
歳
未
満
の
失
業
率
は
上

昇
を
続
け
、
二
〇
一
二
年
第
４
四
半

期
に
は
史
上
初
め
て
二
五
％
を
突
破

し
二
五
・
五
％
と
な
っ
た
。
若
年
層

の
失
業
率
に
男
女
間
の
差
は
ほ
と
ん

ど
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
二
五
歳
以

上
五
〇
歳
未
満
の
失
業
率
（
九
・

一
％
）
と
の
差
は
一
六
ポ
イ
ン
ト
超

に
達
し
、
こ
れ
も
史
上
最
高
値
と

な
っ
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
に
史

上
最
悪
の
失
業
率
（
一
〇
・
八
％
）

を
記
録
し
た
際
、
若
年
層
と
中
年
層

の
失
業
率
の
差
が
一
三
ポ
イ
ン
ト

だ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
若
年

層
の
雇
用
状
況
は
当
時
よ
り
厳
し
い

と
言
え
る
。
な
お
、
五
〇
歳
以
上
の

失
業
率
は
他
の
年
齢
階
層
よ
り
低
い

が
、
上
昇
を
続
け
て
お
り
、
一
二
年

第
４
四
半
期
に
は
七
・
一
％
と
な
っ

た
。

　

た
だ
、
二
五
歳
未
満
の
若
年
者
は

学
業
に
専
念
し
て
い
る
者
も
多
い
た

め
、
同
年
齢
階
層
人
口
に
占
め
る
失

業
者
の
比
率
は
九
・
六
％
で
あ
っ
て
、

中
年
層（
二
五
歳
以
上
五
〇
歳
未
満
）

と
比
べ
て
一
・
五
ポ
イ
ン
ト
高
い
水

準
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
、
こ
の
比
率

は
一
二
年
の
一
年
間
に
若
年
層
で

一
・
四
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
の
に
対

し
て
、
中
年
層
で
は
〇
・
四
ポ
イ
ン

ト
の
上
昇
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
も
若
年
者
の
雇
用
状
況
が

他
の
年
齢
階
層
と
比
較
し
て
厳
し
い

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

失
業
期
間
が
一
年
以
上
の
長
期
失

業
者
の
（
失
業
者
全
体
に
占
め
る
）

比
率
は
、
一
二
年
第
4
四
半
期
に
四

〇
・
六
％
と
な
り
、
前
年
よ
り
一
・

四
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
た
。
こ
れ
は
一

二
年
に
新
た
に
失
業
者
と
な
っ
た
者

（
失
業
期
間
が
一
年
未
満
の
失
業
者
）

が
増
加
し
た
た
め
に
、
長
期
失
業
者

が
相
対
的
に
減
少
し
た
こ
と
に
よ
る
。

　

カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
～
Ｅ
の
求
職
者
数

（
１
）は
、
一
二
年
の
一
年
間
増
加
し

続
け
一
二
月
末
時
点
で
五
二
三
・
九

万
人
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
前
年
同
月

末
比
で
三
九
・
五
万
人
増
加
。
ま
た
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
～
Ｃ
の
求
職
者
（
一

カ
月
間
に
積
極
的
に
就
職
活
動
を
行

な
っ
て
い
た
求
職
者
）
数
や
カ
テ
ゴ

リ
ー
Ａ
の
求
職
者
（
積
極
的
に
就
職

活
動
を
行
な
っ
て
い
る
求
職
者
の
う

ち
、
一
カ
月
間
に
就
業
活
動
を
一
切

行
な
わ
な
か
っ
た
者
）
数
に
限
っ
て

み
て
も
前
々
年
よ
り
増
加
し
続
け
て

お
り
、
そ
の
増
加
率
も
高
く
な
っ
て

い
る
。

高
年
齢
者
の
就
業
率
・
労
働

力
率
が
上
昇

　

五
五
歳
以
上
六
五
歳
未
満
の
高
年

齢
層
の
就
業
率
は
、
二
〇
〇
八
年
第

１
四
半
期
に
は
三
七
・
九
％
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
高
年
齢
者
就
業
促
進

策 

（
公
的
年
金
支
給
開
始
年
齢
の
引

き
上
げ
や
早
期
・
段
階
的
退
職
制
度

の
縮
小
、
失
業
手
当
受
給
者
の
求
職

活
動
免
除
の
制
限
）
の
影
響
で
上
昇

が
続
い
て
お
り
、
一
二
年
第
４
四
半

期
に
は
四
五
・
八
％
と
な
っ
た
。
一

二
年
の
一
年
間
で
高
年
齢
（
五
五
歳

以
上
六
五
歳
未
満
）の
就
業
率
は
三
・

〇
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。
男
性
の
就

業
率
が
三
・
四
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た

の
に
対
し
て
、女
性
に
つ
い
て
も
二
・

七
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。

　

先
述
の
通
り
高
年
齢
者
（
五
〇
歳

以
上
）
の
失
業
率
は
他
の
年
齢
階
層

よ
り
低
い
が
上
昇
が
続
い
て
い
る
。

五
五
歳
以
上
六
五
歳
未
満
の
高
年
齢

者
の
労
働
力
率
は
、
一
二
年
第
４
四

半
期
に
前
年
同
時
期
と
比
べ
て
三
・

七
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
四
九
・
四
％

に
な
り
上
昇
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
さ

ら
に
、
六
五
歳
以
上
の
労
働
力
率
も

上
昇
し
続
け
て
い
る
。
六
五
歳
以
上

七
〇
歳
未
満
の
労
働
力
率
は
、
二
〇

〇
〇
年
代
前
半
の
三
％ 

程
度
か
ら

一
二
年
に
は
六
％
に
達
し
た
。
一
方

で
七
〇
歳
以
上
七
五
歳
未
満
の
労
働

力
率
は
上
昇
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、

一
二
年
末
時
点
で
一
・
八
％
と
低
い

水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

六
〇
歳
人
口
の
う
ち
、（
五
〇
歳
以

降
に
）
労
働
市
場
か
ら
引
退
し
た
者

の
比
率
は
、
一
二
年
に
は
三
九
％
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
〇
六
年
と
比
べ
て

二
七
ポ
イ
ン
ト
低
い
。
ま
た
、
六
〇

歳
以
上
七
〇
歳
未
満
の
非
労
働
力
者

の
六
六
％
が
、
就
労
活
動
を
終
え
て

直
ち
に
年
金
生
活
に
入
っ
た
。
そ
の

理
由
と
し
て
六
七
％
は
公
的
年
金
受

給
条
件
を
満
た
し
た
た
め
と
答
え
て

お
り
、
一
六
％
は
定
年
を
迎
え
た
た

め
で
あ
る
。
就
労
生
活
か
ら
年
金
生

活
に
直
接
入
っ
た
者
は
、
公
的
部
門

で
就
労
し
て
い
た
者
や
、
健
康
状
態

が
良
好
な
者
、
高
学
歴
者
に
多
く
見

ら
れ
る
。

　

逆
に
、
六
〇
歳
以
上
七
〇
歳
未
満

の
非
労
働
力
者
の
三
四
％
は
、
離
職

後
、
失
業
期
間
や
療
養
期
間
を
経
た

り
、
早
期
・
段
階
的
退
職
制
度
を
利

用
し
た
後
に
年
金
生
活
に
入
っ
た
。

失
業
期
間
や
療
養
期
間
を
経
て
、
年

金
生
活
に
入
っ
た
者
で
は
、
離
職
後

か
ら
年
金
生
活
を
開
始
す
る
ま
で
の

期
間
に
、
就
労
を
希
望
し
て
い
た
割

合
が
高
い
。
離
職
の
直
後
に
年
金
生

活
に
入
れ
な
か
っ
た
者
に
は
、
離
職

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
の
、
公
的

年
金
を
す
ぐ
に
は
受
給
で
き
な
か
っ

た
者
が
多
い
。

年
金
受
給
者
の
就
労
が
増
加

　

六
〇
歳
以
上
七
〇
歳
未
満
の
公
的

年
金
受
給
者
の
う
ち
七
％
が
就
業
し

て
い
た
。
こ
の
割
合
は
、
二
〇
〇
六

年
と
比
べ
て
倍
増
し
て
い
る
。
〇
九

年
以
降
、
就
労
し
な
が
ら
の
公
的
年

金
の
受
給
に
関
す
る
条
件
が
実
質
的

に
撤
廃
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
影
響
と

さ
れ
る
。
就
労
し
な
が
ら
公
的
年
金

を
受
給
し
て
い
る
者
の
半
数
は
、
公

的
年
金
額
が
不
十
分
な
こ
と
を
理
由

に
就
労
し
て
い
る
が
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
で
就
労
し
て
い
る
者
が
多
い
。
ま

た
、
経
済
的
な
理
由
以
外
で
就
労
し

て
い
る
者
も
四
割
以
上
に
上
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
就
労
を
し
な
が
ら

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
者
は
、

男
性
で
高
学
歴
で
管
理
職
に
就
く
者

に
多
い
。
と
く
に
、
管
理
職
や
高
学

歴
者
の
所
得
代
替
率
（
現
役
時
代
の

賃
金
に
対
す
る
年
金
給
付
額
の
比

率
）
が
低
い
こ
と
に
加
え
て
、
高
年

齢
で
も
就
労
可
能
な
場
合
が
多
い
こ

と
が
、
年
金
を
受
給
し
な
が
ら
の
就

労
を
促
進
さ
せ
て
い
る
。

　

一
二
年
に
五
〇
歳
以
上
六
〇
歳
未

満
で
あ
っ
た
就
業
者
は
、
平
均
で
六

一
・
四
歳
で
引
退
す
る
こ
と
を
考
え

て
い
る
。
こ
の
年
齢
は
〇
六
年
と
比

べ
て
一
・
五
歳
高
い
。
引
退
予
定
年

齢
が
高
ま
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

高
学
歴
者
で
高
い
引
退
年
齢

　

バ
カ
ロ
レ
ア
＋
二
年
以
上
の
学
業

修
了
証（
２
）を
持
つ
者
の
引
退
予
定

年
齢
は
六
三
・
四
歳
で
あ
る
一
方
、

バ
カ
ロ
レ
ア
未
満
の
学
歴
者（
３
）は
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六
〇
・
九
歳
と
な
っ
て
お
り
、
高
学

歴
者
の
方
が
引
退
予
定
年
齢
が
高
い
。

二
〇
一
二
年
に
五
〇
歳
以
上
六
〇
歳

未
満
で
あ
っ
た
就
業
者
の
六
〇
％
は
、

公
的
年
金
の
受
給
権
を
獲
得
し
た
時

点
で
引
退
す
る
意
向
を
示
し
て
お
り
、

年
金
受
給
開
始
以
前
に
引
退
す
る
予

定
の
者
は
五
％
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、

一
九
％
の
者
は
、
年
金
受
給
し
な
が

ら
就
業
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
お
り
、

こ
の
半
数
以
上
は
経
済
的
な
理
由
に

よ
り
就
業
継
続
の
意
向
を
も
っ
て
い

る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
長
年
、
労
働
者

の
早
期
引
退
傾
向
が
続
い
て
い
た
が
、

最
近
で
は
高
年
齢
者
の
就
労
傾
向
が

高
ま
っ
て
き
て
い
る
。

［
注
］

１　

雇
用
局
（P

ôle E
m

ploi

）
に
求
職
者

と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数
。

２　

大
学
の
一
般
教
養
課
程
修
了
に
相
当
。

３　

高
校
卒
業
及
び
大
学
入
学
資
格
を
意

味
す
る
免
状
を
持
た
な
い
者
。
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（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
最
終
閲
覧
：
二
〇
一
三

年
八
月
一
四
日
）

（
国
際
研
究
部
）

　

最
低
賃
金
は
二
〇
一
三
年
の
場
合
、

七
月
ま
で
に
二
〇
地
域
（
省
・
自
治

区
・
直
轄
市
）
で
引
き
上
げ
ら
れ
、

平
均
上
昇
率
は
一
八
％
を
記
録
し
て

い
る
。
こ
こ
数
年
各
地
域
で
高
い
上

昇
が
続
い
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
は
、

広
が
る
労
働
者
の
不
満
、
労
働
力
不

足
と
い
っ
た
事
情
が
存
在
し
て
い
る
。

最
低
賃
金
の
大
幅
な
引
き
上
げ
は
、

中
小
企
業
の
経
営
悪
化
の
一
因
と

な
っ
て
い
る
と
懸
念
す
る
声
の
一
方

で
、
産
業
構
造
の
高
度
化
を
促
す
と

の
見
方
も
出
て
い
る
。 

目
標
は
一
五
年
ま
で
に
平
均

賃
金
の
四
〇
％
以
上

　

労
働
社
会
保
障
部
（
現
在
の
人
的

資
源
社
会
保
障
部
）
は
二
〇
〇
四
年

三
月
に
「
最
低
賃
金
規
定
」
を
制
定

し
て
い
る
。
同
規
定
は
、
最
低
賃
金

を
少
な
く
と
も
二
年
毎
に
一
度
調
整

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
（
第
一
〇

条
）。
人
的
資
源
社
会
保
障
部
が
二

〇
一
一
年
に
発
表
し
た
「
人
的
資
源

社
会
保
障
事
業
発
展
第
一
二
次
五
カ

年
計
画
要
綱
に
関
す
る
通
知
」
で
は
、

各
地
の
最
低
賃
金
を
年
平
均
で
一

三
％
以
上
引
き
上
げ
、
多
く
の
地
域

で
最
低
賃
金
水
準
を
当
地
の
都
市
労

働
者
平
均
賃
金
の
四
〇
％
以
上
と
す

る
こ
と
が
、
二
〇
一
五
年
ま
で
の
目

標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
。
国
務
院
が

二
〇
一
三
年
二
月
に
発
表
し
た
「
所

得
分
配
制
度
改
革
の
深
化
に
関
す
る

若
干
の
意
見
」
で
も
、「
二
〇
一
五
年

ま
で
に
最
低
賃

金
を
当
該
地
域

の
平
均
賃
金
の

四
割
の
水
準
に

ま
で
引
き
上
げ

る
」
と
の
数
値

目
標
が
掲
げ
ら

れ
た
。な
お（
表

１
）
の
よ
う
に
、

沿
海
部
の
発
達

地
域
で
あ
る
北

京
・
上
海
・
天

津
・
広
東
の
最

低
賃
金
は
、
当

該
地
域
の
平
均

賃
金
に
対
し
て

そ
れ
ぞ
れ
二

六
・
八
％
、
三

四
・
五
％
、
三

八
・
七
％
、
二

九
・
七
％
で
あ

り
、
い
ず
れ
も

四
〇
％
を
下

回
っ
て
い
る
。

各
地
の
最
低
賃

金
は
こ
こ
数
年

大
幅
に
上
昇
し

て
い
る
。
二
〇
一
一
年
に
最
低
賃
金

の
見
直
し
を
行
っ
た
地
域
は
二
四
で
、

平
均
上
昇
率
は
二
二
％
だ
っ
た
。
二

〇
一
二
年
は
二
五
の
地
域
が
最
低
賃

金
を
引
き
上
げ
、
平
均
上
昇
率
は
二

〇
・
二
％
だ
っ
た
。
二
〇
一
三
年
は

七
月
ま
で
に
二
〇
の
地
域
が
引
き
上

げ
、
平
均
上
昇
率
は
一
八
％
で
あ
る
。

労
働
者
の
不
満
、
労
働
力
不

足
が
背
景
に　

　

製
造
業
の
ハ
ブ
と
も
い
え
る
東
部

の
沿
海
地
域
で
は
人
手
不
足
が
続
い

て
い
る
が
、
最
近
は
こ
れ
が
中
部
や

西
部
に
も
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
背
景

に
は
、
内
陸
部
で
の
経
済
成
長
に
よ

る
労
働
需
要
の
拡
大
に
加
え
、
農
村

地
域
で
人
口
の
伸
び
の
鈍
化
が
あ
る
。

ま
た
、
出
身
地
の
近
く
で
仕
事
を
探

表１　2013年の各地域の最低賃金引き上げ状況

地域
最低賃金額
（2012年）
（元/月）

最低賃金額
変更後
（元/月）

上昇率（％） 引き上げ実施日
平均賃金
（2012年）
（元/月）

割合注3（％）

上海 1450 1620 12％ 2013年4月1日 4692 34.50％

広東 1300注１ 1550 19％ 2013年5月1日 5215 29.70％

新疆 1340 1520 13％ 2013年6月1日 3588 42.40％

天津 1160 1500 29％ 2013年4月1日 3872 38.70％

江蘇 1320 1480 10％ 2013年7月1日 3832 38.60％

浙江 1310注１ 1470 12％ 2013年1月1日 3340 44.00％

北京 1260 1400 11％ 2013年1月1日 5223 26.80％

山東 1240 1380 11％ 2013年3月1日 3455 39.90％

遼寧 1100注１ 1300 18％ 2013年7月1日 3488 37.20％

寧夏 1100 1300 12％ 2013年5月1日 3295 33.40％

山西 1125 1290 15％ 2013年4月1日 3833注2 36.10％

安徽 1010 1260 25％ 2013年7月1日 3716 27.20％

雲南 1100 1265 15％ 2013年5月1日 3242 39.00％

河南 1080注１ 1240 15％ 2013年1月1日 3295 37.60％

江西   870 1230 41％ 2013年4月1日 3304 37.20％

広西 1000 1200 20％ 2013年2月7日 3081 38.90％

甘肅   980 1200 22％ 2013年4月1日 3203 37.50％

四川 1050 1200 14％ 2013年7月1日 3593 33.40％

陜西 1000 1150 15％ 2013年4月1日 3694 31.10％

貴州   930注１ 1030 11％ 2013年4月1日 3644 28.30％

資料出所：各省（自治区・直轄市）等
注1：河南省・遼寧省・浙江省・広東省・貴州省は2012年に最低賃金を引き上げ行っていないため、2011年

のデータを掲載
注2：山西省は省公表の2012年平均賃金のデータがないため、民間のデータを使用
注3：割合(％ )＝ 最低賃金額(2013年) ／平均賃金(2012年)
注4：最低賃金に社会保険料・住宅積立金を含むか否かは地域により異なる

中　

国

最
低
賃
金
、
七
月
ま
で
に
二
〇
地
域
で
平

均
一
八
％
引
き
上
げ



海外労働事情

Business Labor Trend 2013.10

43

そ
う
と
す
る
労
働
者
が
増
え
て
い
る

こ
と
も
労
働
力
の
供
給
に
影
響
し
て

い
る
。
広
東
省
人
的
資
源
社
会
保
障

庁
は
「
広
東
省
は
就
業
に
お
け
る
吸

引
力
を
強
化
す
る
こ
と
で
、
金
融
危

機
の
影
響
で
地
方
へ
分
散
し
て
し

ま
っ
た
労
働
力
を
呼
び
戻
す
こ
と
が

で
き
る
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。 

広
東
省
は
そ
の
た
め
に
、
最
低
賃
金

の
引
き
上
げ
、
就
業
環
境
の
改
善
、

ポ
イ
ン
ト
制
で
の
戸
籍
付
与
な
ど
に

取
り
組
ん
で
い
る
。

　

最
低
賃
金
は
各
地
域
が
当
地
の
経

済
情
勢
な
ど
を
踏
ま
え
て
決
め
る
。

中
国
で
は
持
続
的
な
経
済
成
長
が
続

い
て
い
る
が
、
貧
富
の
格
差
は
広

が
っ
て
い
る
。
格
差
の
是
正
を
め
ざ

す
と
と
も
に
物
価
上
昇
に
苦
し
む
労

働
者
の
不
満
を
和
ら
げ
、
社
会
不
安

の
拡
大
を
防
ぐ
こ
と
が
最
低
賃
金
引

き
上
げ
の
主
な
目
的
で
あ
り
、
こ
の

と
こ
ろ
は
各
地
で
毎
年
の
よ
う
に
引

き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
最
低
賃
金
引
き
上
げ
の

背
景
に
は
、
上
記
の
よ
う
に
所
得
格

差
の
是
正
・
社
会
不
安
対
策
・
物
価

高
騰
へ
の
対
応
と
い
っ
た
要
素
も
あ

る
が
、
沿
海
地
域
の
場
合
は
労
働
力

の
供
給
不
足
と
い
う
中
国
独
特
の
事

情
に
対
す
る
政
策
と
い
う
要
素
も
あ

る
。
一
方
内
陸
部
で
は
国
家
レ
ベ
ル

で
の
経
済
開
発
政
策
が
進
ん
で
お

り
、 

そ
れ
に
伴
う
労
働
需
要
が
内
陸

部
で
の
引
き
上
げ
の
要
素
の
一
つ
と

な
っ
て
い
る
。

最
低
賃
金
で
生
活
で
き
る
か

　

最
低
賃
金
は
大
幅
に
上
昇
し
て
い

る
も
の
の
、「
上
昇
幅
が
小
さ
い
、
こ

れ
で
は
生
活
で
き
な
い
」
と
い
っ
た

声
が
各
地
の
労
働
者
か
ら
絶
え
ず
あ

が
っ
て
い
る
。
い
っ
た
い
最
低
賃
金

が
い
く
ら
で
あ
れ
ば
生
活
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
。
表
２
は
、
各
地
の
最
低

賃
金
と
一
人
当
た
り
月
平
均
消
費
支

出
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
を
み
る
限
り
、
最
低
賃
金
の
額
が

十
分
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
い
切

れ
な
い
。
経
済
発
展
に
伴
い
個
人
の

消
費
支
出
は
増
加
し
て
い
る
が
、
最

低
賃
金
は
そ
れ
に
追
い
つ
き
き
れ
て

い
な
い
。
た
だ
し
、
二
〇
一
一
年
に

比
べ
て
二
〇
一
二
年
は
消
費
支
出
と

最
低
賃
金
の
差
額
は
縮
小
し
て
い
る

地
域
が
多
い
。
北
京
・
上
海
・
深
セ

ン
な
ど
で
差
額
が
大
き
く
、
二
〇
一

二
年
の
北
京
市
で
は
七
四
四
元
の
差

が
あ
る
。 

中
小
企
業
に
負
担
、
消
費
拡

大
へ
の
期
待
も

　

最
低
賃
金
に
は
時
間
外
労
働
手
当
、

休
日
出
勤
の
割
増
金
等
が
含
ま
れ
な

い
の
で
、
使
用
者
側
に
と
っ
て
の
実

際
の
雇
用
コ
ス
ト
は
基
準
額
よ
り
も

大
き
い
。
賃
金
の
引
き
上
げ
は
企
業

に
人
件
費
負
担
の
増
加
を
も
た
ら
す
。

コ
ス
ト
を
価
格
に
転
嫁
す
る
こ
と
が

難
し
い
分
野
で
は
、
外
資
企
業
の
工

場
の
海
外
移
転
や
撤
退
が
懸
念
さ
れ

る
。
ま
た
、
国
内
の
中
小
企
業
の
負

担
増
加
も
大
き
な
懸
念
だ
。

　

統
計
局
の
発
表
に
よ
る
と
、
七
月

の
製
造
業
Ｐ
Ｍ
Ｉ
（
購
買
担
当
者
指

数
）
の
速
報
値
は
五
〇
・
三
で
あ
っ

た
。
中
小
企
業
の
割
合
が
高
い
Ｈ
Ｓ

Ｂ
Ｃ
発
表
の
Ｐ
Ｍ
Ｉ
の
値
は
四
七
・

七
で
、
一
一
カ
月
ぶ
り
の
低
水
準
と

な
っ
た
。
Ｐ
Ｍ
Ｉ
は
五
〇
を
上
回
る

と
景
気
の
改
善
を
示
し
、
下
回
る
と

景
気
の
悪
化
を
示
す
。
他
の
要
因
も

あ
る
と
は
い
え
、
最
低
賃
金
の
大
幅

上
昇
が
中
小
企
業
経
営
の
悪
化
に
影

響
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
中
小
企
業
経
営
へ
の
影

響
を
懸
念
す
る
声
が
あ
る
一
方
、
最

低
賃
金
の
引
き
上
げ
は
産
業
構
造
の

高
度
化
を
促
す
効
果
を
持
っ
て
い
る

と
の
指
摘
も
出
て
い
る
。
広
東
省
な

ど
は
高
い
人
件
費
に
耐
え
ら
れ
る
付

加
価
値
の
高
い
産
業
に
進
出
し
て
も

ら
お
う
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
賃

金
の
底
上
げ
を
通
じ
て
消
費
の
拡
大

も
期
待
で
き
る
た
め
、
中
国
国
内
で

内
需
を
取
り
込
み
た
い
企
業
に
と
っ

て
は
よ
い
チ
ャ
ン
ス
と
言
え
る
。 

　

あ
る
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
は
「
最
低
賃

金
の
引
き
上
げ
に
よ
り
工
場
で
は
雇

用
削
減
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
製
造
業
の
高
付
加
価
値
へ
の
転
換

を
促
す
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
は
発

展
の
た
め
の
よ
い
流
れ
だ
」
と
述
べ

て
い
る
。

【
参
考
資
料
】

中
国
政
府
網
、
人
民
網
、
統
計
局
、
中
国

統
計
年
鑑
、中
国
労
働
、各
省
（
自
治
区
・

直
轄
市
）

（
国
際
研
究
部
）

表2　各地域の都市部住民一人当たり月平均消費
支出と最低賃金の比較（単位：元）

資料出所：各省（自治区・直轄市）、統計局
注１： 河南省・遼寧省・浙江省・貴州省は2012年に最低賃金を

引き上げていない
注２： 広東省は一人当たり月平均消費支出額が取得不可能のた

め、代わりに深セン市を掲載

地域 項目 2011年 2012年

北京
一人当たり月平均消費支出 1832 2004
最低賃金 1160 1260
差額 672 744

上海
一人当たり月平均消費支出 2092 2187
最低賃金 1280 1450
差額 812 737

深セン
一人当たり月平均消費支出 2007 2227
最低賃金 1320 1500
差額 687 724

天津
一人当たり月平均消費支出 1535 1669
最低賃金 1160 1160
差額 375 509

浙江
一人当たり月平均消費支出 1703 1795
最低賃金 1310 1310
差額 393 485

遼寧
一人当たり月平均消費支出 1232 1383
最低賃金 1100 1100
差額 132 283

陜西
一人当たり月平均消費支出 1149 1278
最低賃金 860 1000
差額 289 278

江蘇
一人当たり月平均消費支出 1398 1569
最低賃金 1140 1320
差額 258 249

安徽
一人当たり月平均消費支出 1098 1251
最低賃金 865 1010
差額 233 241

四川
一人当たり月平均消費支出 1141 1254
最低賃金 850 1050
差額 291 204

江西
一人当たり月平均消費支出 979 1065
最低賃金 720 870
差額 259 195

広西
一人当たり月平均消費支出 1071 1187
最低賃金 820 1000
差額 251 187

貴州
一人当たり月平均消費支出 946 1049
最低賃金 930 930
差額 16 119

甘肅
一人当たり月平均消費支出 932 1071
最低賃金 760 980
差額 172 91

山東
一人当たり月平均消費支出 1213 1315
最低賃金 1100 1240
差額 113 75

寧夏
一人当たり月平均消費支出 1075 1172
最低賃金 900 1100
差額 175 72

河南
一人当たり月平均消費支出 1028 1144
最低賃金 1080 1080
差額 -52 64

雲南
一人当たり月平均消費支出 1046 1157
最低賃金 950 1100
差額 96 57

山西
一人当たり月平均消費支出 946 1018
最低賃金 948 1125
差額 -2 -107

新疆
一人当たり月平均消費支出 987 1158
最低賃金 1160 1340
差額 -173 -182
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朴
槿
恵
政
権
は
、
就
業
率
七
〇
％

の
達
成
を
最
優
先
の
政
策
目
標
に
掲

げ
て
い
る
。
大
統
領
任
期
中
の
五
年

間
に
二
三
八
万
人
の
新
規
雇
用
を
創

出
し
、
そ
の
う
ち
の
三
八
％
（
九
三

万
人
）を
時
間
制（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
）

雇
用
で
ま
か
な
う
計
画
で
あ
る
。
政

府
は
、
女
性
の
経
済
活
動
へ
の
参
加

拡
大
、
サ
ー
ビ
ス
業
・
中
小
企
業
な

ど
の
創
造
経
済
の
活
性
化
、
時
間
制

雇
用
の
拡
大
の
三
つ
を
柱
に
政
策
を

推
進
し
、
年
平
均
四
七
万
八
〇
〇
〇

人
の
雇
用
を
創
出
す
れ
ば
、
就
業
率

七
〇
％
を
達
成
で
き
る
と
し
て
い
る
。

顕
著
に
低
い
女
性
と
若
者
の

就
業
率

　

二
〇
一
三
年
七
月
の
韓
国
の
就
業

率
は
六
〇
・
四
％
で
、
男
性
七
四
・
一
％
、

女
性
五
一
・
三
％
と
な
っ
て
い
る
。

就
業
率
は
〇
三
年
以
降
停
滞
し
続
け

て
お
り
、
と
く
に
女
性
と
若
者
の
就

業
率
が
低
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　

女
性
（
一
五
～
六
四
歳
）
の
就
業

率
は
、
〇
二
年
は
五
二
・
〇
％
、
一

二
年
は
五
三
・
五
％
で
あ
っ
た
。
長

時
間
労
働
や
保
育
サ
ー
ビ
ス
不
足
に

よ
り
大
卒
以
上
の
高
学
歴
女
性
を
中

心
に
キ
ャ
リ
ア
ブ
レ
ー
ク
現
象
が
相

変
わ
ら
ず
み
ら
れ
る
。

　

若
者
（
一
五
～
二
九
歳
）
の
就
業

率
は
、
〇
二
年
の
四
五
・
一
％
か
ら

一
二
年
の
四
〇
・
四
％
へ
と
四
・
七

ポ
イ
ン
ト
低
下
し
た
。
二
〇
～
二
四

歳
層
の
若
者
の
就
業
率
は
継
続
的
に

低
下
し
、
二
五
～
二
九
歳
層
の
若
者

の
就
業
率
は
停
滞
し
て
い
る
。
非
経

済
活
動
人
口
に
占
め
る
若
年
層
の
割

合
が
上
昇
し
、「
休
ん
で
い
る
」
状
態

の
若
者
が
継
続
的
に
増
加
し
て
い
る
。

　

中
高
年
（
五
五
～
六
四
歳
）
の
就

業
率
は
、
〇
二
年
の
五
九
・
五
％
か

ら
一
二
年
の
六
三
・
一
％
へ
と
三
・

六
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。
五
〇
歳
以

上
人
口
の
増
加
が
就
業
者
の
増
加
に

つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

一
三
年
三
月
の
雇
用
労
働
者
に
占

め
る
時
間
制
雇
用
の
割
合
は
、
全
体

九
・
九
％
、
男
性
四
・
七
％
、
女
性

一
六
・
九
％
で
あ
っ
た
。

最
低
賃
金
・
四
大
社
会
保
険
な

ど
の
基
本
的
労
働
条
件
を
保
証

　

政
府
は
、
時
間
制
雇
用
が
全
体
の

三
七
・
八
％
（
一
二
年
）
を
占
め
る

オ
ラ
ン
ダ
を
モ
デ
ル
に
、
時
間
制
雇

用
の
拡
大
を
め
ざ
し
て
い
る
。
オ
ラ

ン
ダ
で
は
一
九
八
二
年
、
政
労
使
が

賃
金
抑
制
と
労
働
時
間
短
縮
に
よ
る

雇
用
確
保
を
内
容
と
す
る
ワ
ッ
セ

ナ
ー
合
意
を
締
結
。
そ
の
後
、
フ
ル

タ
イ
ム
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
均
等
待

遇
を
導
入
し
、
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン

グ
に
よ
る
雇
用
創
出
を
実
現
し
た
。

　

政
府
は
、
新
し
く
創
出
さ
れ
る
雇

用
一
〇
件
の
う
ち
、
四
件
を
良
質
な

時
間
制
雇
用
に
す
る
計
画
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
最
低
賃
金
や
四
大
社
会

保
険
（
国
民
年
金
、健
康
保
険
、雇
用

保
険
、
労
災
保
険
）
な
ど
の
基
本
的

な
労
働
条
件
を
保
証
し
、
雇
用
の
安

定
性
を
改
善
す
る
。
時
間
制
雇
用
に

対
し
、
労
働
時
間
に
比
例
し
た
保
護

原
則
を
導
入
し
、
法
律
に
明
記
す
る
。

　

雇
用
労
働
部
は
、
時
間
外
労
働
の

制
限
、
労
働
時
間
に
比
例
し
た
保
護

原
則
の
明
示
、
労
働
時
間
短
縮
請
求

権
の
付
与
、
時
間
制
雇
用
の
適
合
職

種
の
指
定
・
勧
告
な
ど
を
盛
り
込
ん

だ
「
時
間
制
労
働
保
護
お
よ
び
雇
用

促
進
に
関
す
る
法
律
」
の
制
定
を
一

三
年
下
期
に
推
進
す
る
計
画
で
あ
る
。

公
共
部
門
が
率
先
し
民
間
部

門
に
拡
大

　

政
府
は
、
六
月
四
日
に
発
表
し
た

「
就
業
率
七
〇
％
達
成
の
た
め
の
雇

用
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
に
基
づ
き
、
一

二
年
に
二
〇
九
二
時
間
だ
っ
た
年
間

総
労
働
時
間
を
一
七
年
ま
で
に
一
九

〇
〇
時
間
以
下
に
削
減
し
、
ワ
ー
ク

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
雇
用
創
出
を

推
進
す
る
。
時
間
制
雇
用
を
一
二
年

の
一
四
九
万
人
か
ら
五
年
間
で
九
三

万
人
（
六
二
％
）
増
加
さ
せ
、
一
七

年
ま
で
に
二
四
二
万
人
に
拡
大
す
る

計
画
で
、
公
共
部
門
が
率
先
し
て
時

間
制
雇
用
を
増
や
し
、
民
間
部
門
に

広
げ
て
い
く
方
針
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
①
公
共
部
門
で
非
常
勤

七
級
以
下
の
一
般
職
公
務
員
に
時
間

制
雇
用
の
採
用
を
導
入
し
、
段
階
的

に
対
象
を
拡
大
、
②
既
存
の
定
員
の

再
分
類
に
よ
り
、
時
間
制
雇
用
が
可

能
な
分
野
を
発
掘
、
③
組
織
改
正
時

に
時
間
制
公
務
員
へ
の
定
員
切
り
替

え
を
実
施
―
―
な
ど
を
推
進
す
る
。

　

政
府
は
、
時
間
制
雇
用
を
創
出
す

る
企
業
に
対
し
て
新
規
採
用
労
働
者

一
人
当
た
り
月
額
六
〇
万
ウ
ォ
ン
の

限
度
内
で
賃
金
の
五
〇
％
を
一
年
間

助
成
す
る
。
ま
た
、
時
間
制
適
合
職

務
の
開
発
な
ど
に
必
要
な
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
費
用
を
五
〇
〇
～
一
〇
〇

〇
万
ウ
ォ
ン
支
援
す
る
。
さ
ら
に
、

来
年
か
ら
常
用
労
働
者
一
〇
〇
〇
人

以
下
の
中
小
・
中
堅
企
業
が
時
間
制

の
正
規
労
働
者
一
人
を
採
用
す
る
場

合
、
雇
用
保
険
、
労
災
保
険
、
国
民

年
金
の
保
険
料
を
助
成
す
る
。

女
性
・
若
者
・
中
高
年
の
雇

用
拡
大
に
注
力

　

政
府
は
、
就
業
率
七
〇
％
の
達
成

に
は
、
女
性
や
若
者
、
中
高
年
の
時

間
制
雇
用
の
拡
大
が
重
要
で
あ
る
と

強
調
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
貧
困

層
、
女
性
、
若
者
、
中
高
年
の
非
経

済
活
動
人
口
の
労
働
市
場
へ
の
参
加

が
鍵
に
な
る
と
み
て
い
る
。

　

こ
の
た
め
、
女
性
に
は
、
育
児
休

業
制
度
の
定
着
、
職
場
保
育
施
設
設

置
の
拡
大
な
ど
共
働
き
夫
婦
の
た
め

の
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
、
ケ
ア
な

ど
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
お
け
る

新
規
雇
用
創
出
、
キ
ャ
リ
ア
ブ
レ
ー

ク
中
の
女
性
の
就
職
支
援
サ
ー
ビ
ス

強
化
な
ど
の
施
策
を
講
じ
る
。

　

若
者
に
は
、
労
働
市
場
へ
の
早
期

参
入
を
促
進
す
る
た
め
、
警
察
、
教

員
な
ど
の
公
共
部
門
の
雇
用
拡
大
、

海
外
に
お
け
る
就
業
機
会
の
拡
大
、

ス
ペ
ッ
ク
を
超
越
し
た
採
用
（
能
力

本
位
の
採
用
）
シ
ス
テ
ム
の
構
築
・

拡
大
、
韓
国
型
の
仕
事
・
学
習
デ
ュ

ア
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
導
入
な
ど
の
対

策
を
実
施
。
中
高
年
に
は
、
六
〇
歳

定
年
制
の
早
期
定
着
支
援
、
労
働
時

間
短
縮
請
求
権
の
導
入
、
退
職
後
の

人
生
再
設
計
と
再
就
職
支
援
の
た
め

の
雇
用
希
望
セ
ン
タ
ー
の
設
置
な
ど

を
通
じ
長
く
働
き
、
再
就
職
す
る
基

盤
を
構
築
す
る
。

実
現
可
能
性
を
疑
問
視
す
る
声
も

　

政
府
の
計
画
に
つ
い
て
、
多
く
の

専
門
家
は
、
実
現
可
能
性
が
低
い
と

評
価
し
て
い
る
。
五
年
間
で
二
三
八

万
人
の
雇
用
を
創
出
す
る
た
め
に
は
、

年
平
均
七
～
八
％
の
経
済
成
長
率
を

維
持
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
時

間
制
雇
用
を
通
じ
て
就
業
率
を
向
上

さ
せ
る
た
め
に
は
、
労
働
の
柔
軟
性

を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
政
府

の
対
策
に
は
、
そ
の
具
体
的
手
段
が

欠
け
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

良
質
な
時
間
制
雇
用
を
定
着
さ
せ

る
こ
と
も
容
易
で
は
な
い
。
賃
金
や

処
遇
な
ど
で
正
規
雇
用
と
非
正
規
雇

用
の
格
差
が
大
き
く
、
非
正
規
雇
用

に
対
す
る
差
別
意
識
が
残
っ
て
い
る

現
状
か
ら
、
正
規
の
時
間
制
雇
用
の

増
大
に
は
限
界
が
あ
る
と
み
て
い
る
。

　

専
門
家
の
多
く
も
就
業
率
七
〇
％

の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
時

間
制
雇
用
の
拡
大
が
鍵
を
握
る
と
み

る
。
女
性
・
若
者
・
中
高
年
の
動
向

が
重
要
だ
と
し
、
労
働
市
場
政
策
だ

け
で
な
く
、
教
育
・
社
会
政
策
を
全

般
的
に
考
慮
し
た
具
体
的
な
政
策
目

標
が
必
要
と
主
張
し
て
い
る
。

（
国
際
研
究
部
）

韓　

国

カ
ギ
握
る
時
間
制
雇
用
の
拡
大
―
就
業
率

七
〇
％
達
成
の
政
策
目
標


